
○ キャッシュレス時代の利用者ニーズに応え、利便性が高く安心・安全な送金サービスを実現するため、
資金移動業について、送金額に応じた柔軟かつ過不足のない規制を整備。

○ 具体的には、①高額の送金を取り扱うことができる類型を新たに設け、②少額の送金のみ取り扱う類型に
ついて一定の規制を緩和。

銀 行

資金移動業者

送金
上限額

規
制
の
重
さ

規
制
の
重
さ

100万円

少額類型
現行類型

高額類型

数万円 100万円

送金＋貸付＋預金

・認可制を新たに導入
・具体的な送金指図がある
場合のみ利用者から資金を
受け入れ、ただちに送金

送金
上限額

第８回決済高度化官民推進会議 事務局説明資料【決済法制】

※ このほか、実質的に個人間送金を行うサービス（割り勘アプリ）が資金移動業の規制対象となることを明確化する等、
所要の規制を整備。

・規制を緩和
・利用者から預かった資金に
ついて、供託などの既存の
保全方法に代えて、分別した
預金での管理を可能とする

・現行の枠組みを維持
ただし利用者から預かった
資金が100万円を超える場合、
送金と無関係な資金の払出し
を求める
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○ 情報通信技術の進展により、オンラインで円滑に金融サービスを提供することが可能となる中、多様な金融
サービスをワンストップで提供できる新しい仲介業を創設。

① １つの登録を受けることで、銀行・証券・保険全ての分野での仲介を可能に（シングル・ライセンス）
② 現行の代理店のように特定の金融機関への所属を求めず、複数の金融機関の商品・サービスの比較が容易に
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多様な金融サービスをワンストップで提供

【ポイント１】
金融機関は、仲介業者に対する指導・監督義務
及び仲介業者が利用者に与えた損害の賠償責任
を負わない。

両者がパートナーとして連携・協働

【ポイント２】
所属制に代わる利用者保護上の措置を講ずる。

① 利用者資金（商品の購入代金など）の
受入れを禁止

② 賠償資力確保のため、保証金の供託を
義務付け

③ 取扱可能な商品を、商品性が複雑ではなく、
高度な商品説明を要しないものに限定

【ポイント３】
取扱商品によらず共通の規制と、取扱商品の
特性に応じた分野別の規制を組み合わせて適用。

例:顧客への書面交付や説明・情報提供を
義務付け（金融機関との分担も可能）

例:証券仲介を行う場合、インサイダー
情報を利用した勧誘を禁止

共 通

分野別

2


